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島根原子力発電所２号機の再稼働に反対する決議 

 

 

 昨年９月、原子力規制委員会は島根原子力発電所２号機が新規制基準に適合して

いることを示す審査書を決定した。 

今年２月、松江市は再稼働の可否に関する事前了解権に基づき、再稼働同意を表

明した。同じく事前了解権を持つ島根県も、県議会や周辺自治体の意見を聞いた上

で、再稼働の可否について判断する見込みである。 

 原子力規制委員会は、原子炉等の設計を審査するための新規制基準は原子力施設

の設置や運転等の可否を判断するためのものであり、これを満たすことによって絶

対的な安全性が確保できるわけではないとしている。また、広島県と島根県が締結

した原子力災害時等における広域避難に関する協定及び島根県が作成した原子力災

害に備えた島根県広域避難計画において、本市は松江市八雲地区から 6,810 人の避

難者を受け入れることになっている。この避難計画は、自力での避難が難しい人へ

の支援や、自然災害で避難経路が使用できない際の対応、避難所での新型コロナウ

イルス感染症対策など、実効性に関する課題が山積している。 

 島根原子力発電所２号機が再稼働され、重大事故が起きれば、その被害は計り知

れないものとなる。何よりも重視しなければならないのは、住民の命と安全である。

その保証がないままに、原子力発電所を再稼働すべきではない。 

よって、本市議会は、島根原子力発電所２号機の再稼働に反対するものである。 

 

 以上、決議する。 
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